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平成27年度以降の独立行政法人の評価体制
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平成26年６月に成立した独立行政法人通則法の一部改正法（以下、「現行通則法」）が平成27年
４月より施行されたことにより、各府省独立行政法人評価委員会が廃止され、独立行政法人の目
標策定から評価、業務改善まで一貫して主務大臣が主体となって実施する体制となった。

独立行政法人
所管部局

指示・認可、評価、改善命令等 （注３）

独立行政法人
及び同分科会中期目標（案）

に対する意見

業務・組織の
見直し（案）
に関する指摘

二次評価

一次評価
・改善勧告

（注３） ・ 「中期目標」、「年度目標」の指示
・ 毎年度及び中期目標期間の業績評価

・ 中（長）期目標期間終了時の業績・組織の見直し

中期目標の指示、業績・ 組織の見直し

・ 中期目標（案）に対する意見
・ 各事業年度、中期目標期間の業績評価に対

する意見
・ 業績・組織の見直しに対する意見または勧告

通知、意見聴取 等（注２）
（注1）・中（長）期計画（認可対象）、年度計画（届出対象）

・行政執行法人の事業計画（認可対象）

・毎事業年度の自己評価結果報告書

届出、報告等（注1）

報告
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「内閣府独立行政法人評価等のための有識者懇談会」
の開催による点検結果の客観性の担保

（注２）・中(長）期目標（案）

・各事業年度の業績評価

・中（長）期目標期間の見込み業績評価

・中（長）期目標期間終了時の事務事業の見直し内容
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Ⅰ．現行通則法における評価体制
１．現行通則法における独立行政法人の３分類と内閣府の該当法人

全法人を一律に規定している旧制度を見直し、業務の特性に対応して法人のマネジメ
ントを行うため、以下の三つの分類を設けている。

（１） 中期目標管理法人
公共上の事務・事業を中期的（３～５年）な目標・計画に基づき行うことにより、多様で

良質なサービスの提供を通じて公共の利益を増進することを目的とする法人であり、内閣
府では、「北方領土問題対策協会」が該当。

（２） 国立研究開発法人
研究開発に係る業務を主要な業務として、中長期的（５～７年）な目標・計画に基づき

行うことにより、我が国の科学技術の水準の向上を通じた国民経済の発展その他の公益
に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする法人であり、内閣府
では、「宇宙航空研究開発機構」及び「国立研究開発法人日本医療研究開発機構」が該
当。

（３）行政執行法人
国の行政事務と密接に関連した国の相当な関与の下に確実に執行することが求めら

れる事務・事業を、単年度ごとの目標・計画に基づき行うことにより、正確・確実に執行す
ることを目的とする法人であり、内閣府では「国立公文書館」が該当。
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２．目標・評価の仕組みの体制

目標を指示する主務大臣が評価に関与していなかった旧制度を改め、主務大臣の下
での政策のＰＤＣＡサイクルを強化するため、主務大臣を評価主体とするなど目標・評価の
一貫性・実効性の向上を図っている。

（注）ＰＤＣＡ：Ｐ（Plan：目標、計画）→Ｄ（Do：実施）→Ｃ（Check：評価）→Ａ（Action：改善）

（１）現行通則法における評価体制

・ 法人に目標を指示する主務大臣が、毎年度、業績評価を実施。

・ 主務大臣は、業績評価の結果に基づき、必要な業務改善命令（行政執行法人には必
要な監督命令）。

（２）目標設定、評価の在り方

・ 総務大臣は、目標・評価に関する指針を策定

・ 研究開発業務の目標・評価については、総合科学技術・イノベーション会議が指針案を
作成し、総務大臣の指針に、その内容を適切に反映。

・ 国立研究開発法人の目標・評価等に関しては、主務大臣は、研究開発に関する審議
会（外国人の委員任命も可）の意見を聴取。

・ 主務大臣は、目標を具体的に設定。

・ 国立研究開発法人の中長期目標・計画には、「研究開発の成果の最大化」に関する事
項を記載。

・ 法人は、評価結果を業務運営の改善に反映（反映状況を公表）。

3



（３）第三者機関のチェック

総務省に独立行政法人評価制度委員会を設置し、以下のチェック等を実施（委員は
内閣総理大臣任命）

① 中期目標管理法人、国立研究開発法人

・ 主務大臣による目標案、中期（中長期）目標期間の評価結果、中期（中長期）目標期
間終了時 の見直し内容をチェックし、意見。

・ 中期（中長期）目標期間終了時の見直しに際し、法人の主要な事務・事業の改廃に
ついて、主務大臣に勧告。

・ 勧告事項について、特に必要があるときは、内閣総理大臣の指揮監督が行われるよ
う意見具申。

② 行政執行法人

中期的な期間（３～５年）における業務運営の効率化の評価結果を点検し、意見。
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１．内閣府における独立行政法人の評価体制

平成27年度以降、現行通則法により、内閣府所管の独立行政法人の業務の実績
の評価等については、内閣府の主務大臣である内閣総理大臣が行うこととなった。当該
評価作業等は独立行政法人所管部局が中心となって実施し、政策評価広報課は同評価
作業結果の点検を行うこととなる。

同点検に際して、現行通則法第28条の２第１項の規定に基づく「独立行政法人の
評価に関する指針」を踏まえ、内閣府が所管する独立行政法人（国立研究開発法人を除
く。（注））の業務の実績の評価等の客観性を担保するため、「内閣府独立行政法人評価
等のための有識者懇談会」（以下、「懇談会」という）を開催し、有識者の意見を聴取する
こととする。

（注） 国立研究開発法人の評価等に際して「研究開発に関する審議会」から意見聴取を行うが現行通則法
で規定されていることから、懇談会の対象から除くこととする。

２．懇談会について

「資料１－別紙」参照
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Ⅱ．内閣府における対応（評価体制）


